
向台保育園

「
西
東
京
市
災
害
弔
慰
金
の
支

給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
平
成
30
年
６
月
に
公

布
さ
れ
た
災
害
弔
慰
金
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

及
び
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
災
害
援
護
資
金
の

貸
し
付
け
に
つ
い
て
所
要
の
規

定
の
整
備
を
す
る
も
の
。

「
西
東
京
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
本
案
は
、
国
の
政
令

改
正
に
伴
い
、
介
護
保
険
の
第

１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
に
つ

い
て
、
低
所
得
高
齢
者
の
保
険

料
軽
減
措
置
を
強
化
す
る
も
の
。

改
正
の
内
容
は
、
所
得
第
１
段

階
の
第
１
号
被
保
険
者
保
険
料

の
軽
減
割
合
を
さ
ら
に
引
き
下

げ
る
と
と
も
に
、
軽
減
対
象
を

従
来
の
所
得
第
１
段
階
か
ら
第

２
・
第
３
段
階
ま
で
拡
大
す
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
こ
の
条
例
改
正
は
、
低
所

得
者
の
保
険
料
の
軽
減
措
置
を

図
る
た
め
に
、
保
険
料
を
引
き

下
げ
る
と
い
う
理
解
で
い
い
か
。

答　
第
１
号
被
保
険
者
保
険
料

の
軽
減
措
置
は
、
平
成
27
年
４

月
か
ら
消
費
税
に
よ
る
公
費
に

よ
り
低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減

を
行
う
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
た
び
の
消
費
税
率
引
き
上

げ
に
伴
い
、
国
の
政
令
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の

提
案
を
し
て
い
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

「
西
東
京
市
児
童
保
育
費
用
徴

収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」

【
説
明
】
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
及
び
同
法
施
行
令
が
一
部

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
保

育
要
件
の
あ
る
３
歳
か
ら
５
歳

と
０
歳
か
ら
２
歳
の
住
民
税
非

課
税
世
帯
で
保
育
所
を
利
用
し

て
い
る
方
は
、
本
年
10
月
か
ら

保
育
料
を
無
償
と
す
る
。
認
証

保
育
所
な
ど
の
認
可
外
保
育
施

設
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

３
歳
か
ら
５
歳
は
月
３
万
7
千

円
ま
で
、
０
歳
か
ら
２
歳
の
住

民
税
非
課
税
世
帯
は
月
４
万
2

千
円
ま
で
無
償
と
な
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
認
可
外
保
育
施
設
と
一
時

「
西
東
京
市
市
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
元
号
に
つ
い
て
「
令

和
」
を
用
い
る
こ
と
、
個
人
住

民
税
の
非
課
税
措
置
の
対
象
に

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
135
万

円
以
下
の
単
身
児
童
扶
養
者
を

加
え
る
こ
と
、
給
与
等
で
年
末

調
整
を
受
け
た
方
が
市
・
都
民

税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
と
き

に
額
に
異
動
が
な
い
場
合
は
内

訳
の
記
載
の
一
部
を
省
略
で
き

る
こ
と
、
法
人
市
民
税
に
つ
い

て
資
本
金
の
額
が
１
億
円
を
超

え
る
法
人
に
電
子
申
告
が
義
務

付
け
ら
れ
る
に
当
た
り
、
災
害

等
の
理
由
に
よ
り
電
子
申
告
が

困
難
な
場
合
は
書
面
に
よ
り
申

告
書
等
を
提
出
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
、
軽
自
動
車
税
に
つ

い
て
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

あ
わ
せ
、
需
要
の
平
準
化
な
ど

を
目
的
と
し
て
環
境
性
能
割
、

グ
リ
ー
ン
化
特
例
を
臨
時
的
に

軽
減
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
法
人
市
民
税
に
つ
い
て
、

電
子
申
告
し
て
い
る
企
業
、
事

業
者
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
。

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
、
市
税

へ
の
影
響
額
を
伺
う
。

答　
市
内
の
法
人
市
民
税
申
告

件
数
の
う
ち
、
71
％
が
電
子
申

告
で
あ
る
。
軽
自
動
車
税
の
軽

減
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年
度

決
算
で
約
160
万
円
の
影
響
額
だ

っ
た
の
で
、
同
様
の
影
響
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

問　
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
、

所
得
135
万
円
だ
と
給
与
収
入
で

議
案
や
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
、
原
則
と

し
て
所
管
の
常
任
委
員
会
等
で
審
査
を
行
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

今
定
例
会
に
お
け
る
各
委
員
会
で
の
主
な
審
査
内
容
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

預
か
り
事
業
の
無
償
化
の
上
限
、

金
額
の
考
え
方
の
根
拠
は
何
か
。

答　
国
は
、
認
可
保
育
所
に
お

け
る
全
国
平
均
の
金
額
が
、
３

歳
か
ら
５
歳
ま
で
は
月
額
３
万

7
千
円
、
０
歳
か
ら
２
歳
ま
で

は
４
万
2
千
円
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
、
こ
の
金
額
が
上
限
と

さ
れ
て
い
る
。

問　
給
食
費
は
実
費
徴
収
で
無

償
化
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

根
拠
と
な
る
基
準
条
例
は
、
内

閣
の
府
令
の
施
行
後
１
年
間
、

改
正
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う

が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答　
内
閣
府
令
に
お
い
て
、
府

令
の
施
行
後
１
年
間
は
府
令
で

定
め
た
内
容
を
条
例
で
定
め
た

も
の
と
み
な
す
と
い
う
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
条
例

を
公
布
し
た
も
の
と
同
様
と
み

な
し
、
手
続
は
行
え
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。
基
準
条
例
は
、

今
後
し
か
る
べ
き
時
期
に
条
例

改
正
を
し
て
い
き
た
い
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

い
く
ら
に
な
る
の
か
。
ま
た
、

非
課
税
措
置
に
よ
る
市
税
へ
の

影
響
額
を
伺
う
。

答　
給
与
収
入
だ
と
約
204
万
円
。

影
響
額
は
最
大
で
約
１
千
300
万

円
と
見
込
ん
で
い
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

「
西
東
京
市
都
市
計
画
税
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
特
定
所
有
者
不
明
土

地
を
使
用
す
る
地
域
福
利
増
進

事
業
に
係
る
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
に
つ
い
て
、
最
初
の

５
年
度
分
を
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
の
３
分
の
２
の
額
と

す
る
特
例
措
置
を
創
設
す
る
も

の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の

定
義
、
地
域
福
利
増
進
事
業
の

定
義
と
範
囲
を
伺
う
。

答　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の

定
義
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の

う
ち
、
現
に
建
築
物
が
存
在
せ

ず
、
か
つ
業
務
の
用
そ
の
他
の

特
別
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
な

い
土
地
で
あ
る
。
地
域
福
利
増

進
事
業
は
、
例
え
ば
公
園
や
緑

地
、
購
買
施
設
、
仮
設
道
路
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

【
主
な
質
疑
】

問　
災
害
弔
慰
金
の
「
災
害
」

と
い
う
の
は
何
を
指
す
の
か
。

答　
災
害
に
つ
い
て
は
、
自
然

災
害
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

問　
過
去
に
災
害
弔
慰
金
の
支

給
の
実
績
は
あ
る
か
。

答　
平
成
26
年
御
嶽
山
に
お
け

る
火
山
噴
火
の
際
、
西
東
京
市

に
お
住
ま
い
の
方
が
お
一
人
犠

牲
と
な
り
長
野
県
か
ら
の
連
絡

を
受
け
、
御
遺
族
に
対
し
災
害

弔
慰
金
を
支
給
し
た
例
が
あ
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

「
市
道
路
線
の
認
定（
８
件
）・

変
更
（
１
件
）
に
つ
い
て
」

【
説
明
】
９
路
線
の
う
ち
８
路

線
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
市
道

と
し
て
道
路
法
第
８
条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
き
市
道
路
線
の

認
定
を
、
ま
た
、
残
り
１
路
線

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
10
条
第

２
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
道
路

線
の
変
更
を
行
う
も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
寄
附
の
要
件
を
確
認
し
た

い
。

答　
市
道
の
路
線
認
定
は
、
基

本
的
に
は
宅
地
開
発
等
に
よ
っ

て
寄
附
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

問　
44
号
と
49
号
は
片
一
方
し

か
隅
切
り
が
な
い
が
な
ぜ
か
。

答　
本
来
は
両
隅
で
隅
切
り
を

と
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
片
隅

で
も
必
要
な
隅
切
り
が
と
れ
て

い
る
場
合
に
は
承
認
を
す
る
と

い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

◆
一
般
会
計
（
第
２
号
）

【
説
明
】
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１

億
687
万
円
を
追
加
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

・
未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
に
対
す
る
臨
時
・
特
別
給

付
金
給
付
事
業
の
対
象
人
数
、

給
付
額
、
手
続
、
周
知
方
法

に
つ
い
て

・
農
業
費
の
補
助
金
返
還
及
び

原
状
復
旧
工
事
の
土
地
返
還

に
至
る
経
緯
、
体
験
実
習
農

園
の
事
業
詳
細
、
参
加
人
数
、

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

・
市
道
に
お
け
る
事
故
賠
償
金

の
事
故
状
況
に
つ
い
て

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

◆
一
般
会
計
（
第
３
号
）

【
説
明
】
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
、
２
億
９
千
999
万
９
千
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
721
億
831
万
４

千
円
と
す
る
。

【
主
な
質
疑
】

・
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨
時

交
付
金
の
積
算
内
訳
、
交
付

決
定
の
時
期
、
来
年
度
以
降

の
財
政
負
担
の
見
え
方
に
つ

い
て

・
保
育
所
運
営
費
の
保
護
者
負

担
金
の
減
収
分
の
補
填
と
来

年
度
以
降
の
状
況
に
つ
い
て

・
諸
収
入
の
保
育
園
給
食
費
の

考
え
方
、
給
食
費
が
現
行
の

保
育
料
よ
り
高
く
な
る
方
へ

の
対
応
、
そ
の
影
響
額
、
小

学
校
給
食
費
と
比
較
し
て
適

正
か
ど
う
か
に
つ
い
て

・
私
立
幼
稚
園
等
園
児
保
護
者

負
担
軽
減
事
業
費
に
お
け
る

無
認
可
幼
児
施
設
の
予
算
計

上
、
今
後
の
制
度
設
計
に
つ

い
て

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
（
第
１

号
）

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

議会 NEWS②

委員会の審査から、議会NEWS②、予算特別委員会の審査から

文
教
厚
生
委
員
会

企
画
総
務
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

委
員
会
の
審
査
か
ら

令
和
元
年
度
補
正
予
算
の
主
な
審
査
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇
質
問
の
詳
細
は
会
議
録
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。「
会
議
録
の
公

開
予
定
」
は
８
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

予
算
特
別
委
員
会
の
審
査
か
ら

令
和
元
年
度
補
正
予
算
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